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精神障害者保健福祉手帳の更新、再交付について

下記のフローチャートに従い、ご自分に必要な手続きを確認してください。

いいえ いいえ

はい はい

いいえ

はい

いいえ

はい

●ＪＲの運賃割引を希望される場合は、

写真（縦４cm×横３cm）を準備し、

再交付手続きをしてください。

有効期限が

切れていない

●有効期限の３か月前になったら

更新手続きをしてください。

（例：有効期限がR７.２.２８の場合

は、R６.１２.１から更新手続き可能）

●ＪＲの運賃割引を希望される場合は、

お持ちの手帳に「種別」のシールを

貼ってください。

※シールは１１月に対象者あて送付します

※１０月１日以降に交付、更新した手帳に

は「種別」が印字等されていますの

で、貼り付けは不要です

●更新可能期間（有効期限の３か月前）

になったら更新手続きをしてください。

（例：有効期限がR７.６.３０の場合は、

R７.４.１から更新手続き可能）

手帳に写真が

貼ってある

手帳の有効期限が

R7.3.31 以前である

●手帳の更

新手続きを

してくださ

い。

有効期限日から

３か月以上

経過している

●手帳が必要な場

合は、新規申請

をしてください。

※手帳の更新には２～３か月かかります。

更新可能月になりましたら、できるだけ早く更新手続きをしてください。


